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高市政権が成立を狙う「スパイ防止法」とは
「あなたの『知りたい』がスパイとされる」

割
が
再
稼
働
に
反
対
で
、安
全
対
策
は
不
十

分
と
の
意
見
も
多
く
、県
民
の
意
思
は
明
ら

か
だ
●
知
事
は
こ
れ
ま
で
福
島
原
発
事
故

の
原
因
、
健
康
・
生
活
へ
の
影
響
、
避
難
計

画
の
検
証
結
果
が
出
る
ま
で
再
稼
動
は
し

な
い
と
明
言
し
て
い
た
。
こ
の
約
束
は
ど

こ
へ
い
っ
た
の
か
。
県
議
会
で
は
再
稼
働

容
認
の
自
民
党
議
員
が
過
半
数
で
、
政
府
・

東
電
は
再
稼
働
に
向
け
て
県
に
多
額
の
金

を
つ
ぎ
込
む
●
11
月
25
日「
柏
崎
刈
羽
再
稼

働
す
る
な
！
新
潟
県
庁
を
囲
む
ヒ
ュ
ー
マ

ン
チ
ェ
ー
ン
」で
は
1
2
0
0
人
が
県
庁
を

囲
み
、「
県
民
の
声
を
聞
け
！
」と
声
を
あ

げ
た
。
緊
急
署
名
は
7
面
参
照
。（
い
）
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な
対
外
ス
パ
イ
機
関
を
創
設

す
る
④
情
報
要
員
を
組
織

的
に
養
成
す
る
た
め
、
27
年

度
末
ま
で
に
省
庁
横
断
的
な

情
報
要
員
の
養
成
機
関
を
創

設
す
る
⑤
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
・
ス
パ
イ
防
止
関
連
法
制

と
し
て
、基
本
法
、外
国
代
理

人
登
録
法
お
よ
び
ロ
ビ
ー
活

動
公
開
法
な
ど
を
25
年
度
中

に
検
討
を
開
始
し
、
速
や
か

に
法
案
を
策
定
し
成
立
さ
せ

る
、と
い
う
も
の
だ
。

次
々
と
関
連
法
成
立
へ

1
9
8
5
年
に
自
民
党

が
国
会
に
提
出
し
た「
ス
パ

イ
防
止
法
」案
で
は
、
外
交
や

防
衛
上
の
国
家
機
密
に
つ
い

て
、
公
務
員
の
守
秘
義
務
を

定
め
て
漏ろ

う

洩え
い

を
防
止
し
、
そ

7
月
の
参
院
選
で
、
国
民

民
主
党
、日
本
維
新
の
会
、参

政
党
、
日
本
保
守
党
が「
ス
パ

イ
防
止
法
」
制
定
を
公
約
に

掲
げ
、
自
民
党
の
高
市
早
苗

新
総
裁
も
総
裁
選
の
公
約
に

掲
げ
た
。
法
案
の
詳
細
は
正

確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
自

民
党
と
維
新
の
会
の
連
立
政

権
に
よ
る
合
意
は
次
の
よ
う

な
内
容
だ
。

①
2
0
2
6
年
通
常
国

会
で
、
内
閣
情
報
調
査
室
お

よ
び
内
閣
情
報
官
を
格
上

げ
し
、「
国
家
情
報
局
」お
よ

び「
国
家
情
報
局
長
」を
創
設

す
る
②
同
国
会
で
、「
国
家

情
報
会
議
」を
設
置
す
る
③

27
年
度
末
ま
で
に
独
立
し
た

対
外
情
報
庁（
仮
称
）す
な
わ

ち
、
米
国
の
情
報
機
関「
中
央

情
報
局
（
C
I
A
）」の
よ
う

れ
に
違
反
し
た
場
合
に
外
国

へ
の
通
報
目
的
が
あ
る
場
合

に
は
最
高
刑
は
死
刑
・
無
期

懲
役
の
厳
し
い
罰
則
を
定
め

て
い
た
。
統
一
協
会
（
当
時
）

の
後
押
し
で
提
出
さ
れ
た
。

だ
が
こ
の
法
案
は
当
時
の
全

野
党
だ
け
で
な
く
、
自
民
党

の
谷
垣
禎
一
氏
や
村
上
誠
一

郎
氏
ら
12
人
の
議
員
が「
民

主
主
義
国
家
で
は
国
政
に
関

す
る
情
報
は
国
民
に
開
か
れ

て
い
る
べ
き
」な
ど
と
反
対

し
、
廃
案
後
は
再
提
出
が
で

き
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
の
第
2
次
安
倍

政
権
以
降
は
、
戦
争
体
制
準

備
の
法
律
が
相
次
い
で
制
定

さ
れ
て
い
く
。
2
0
1
3
年

の「
特
定
秘
密
保
護
法
」は
、

こ
の
ス
パ
イ
防
止
法
案
の
大

部
分
を
実
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
違
う
の
は
最
高
刑
は
10

年
の
拘
禁
刑
と
さ
れ
、
外
国

通
報
目
的
の
行
為
に
つ
い
て

の
厳
罰
規
定
は
な
か
っ
た
点

だ
。
22
年
に
は「
経
済
安
保

法
」、
24
年
に「
経
済
秘
密
保

護
法
」（
経
済
分
野
に
ま
で

秘
密
保
護
法
の
範
囲
を
拡

大
）が
成
立
し
た
。

　
ま
た
、
22
年
に
閣
議
決
定

さ
れ
た「
国
家
安
全
保
障
戦

略
」な
ど
の「
安
保
三
文
書
」

で
、
日
本
政
府
は
中
国
や
ロ

シ
ア
、
北
朝
鮮
な
ど
を「
仮
想

敵
国
」と
み
な
し
、世
界
を
敵

と
味
方
に
二
分
す
る
考
え
方

を
明
確
に
打
ち
出
し
た
。「
ス

パ
イ
防
止
法
」は
、
こ
の
考
え

方
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
連
立
政
権
合
意
と
各
党
の

公
約
な
ど
を
参
照
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
想
定
で
き
る
。

　
ま
ず
、
特
定
秘
密
保
護
法

に
は
な
い「
外
国
通
報
目
的

の
漏
洩
」を
加
え
、罰
則
も
最

高
刑
期
10
年
を
死
刑
・
無
期

へ
と
厳
罰
化
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
特
定
秘
密
保
護
法
の

制
定
に
よ
り
、
防
衛
情
報
に

対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

取
材
は
極
め
て
困
難
と
な
っ

た
が
、
も
し
最
高
刑
が
死
刑

と
な
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
は
さ
ら
に
萎
縮
す
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
。
戦
争
は
、

国
の
ウ
ソ
か
ら
始
ま
る
。
15

年
戦
争
の
端
緒
で
あ
る
満
州

事
変
は
関
東
軍
の
謀
略
か
ら

始
ま
っ
た
。
日
本
は
諸
外
国

か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
国
際

連
盟
脱
退
を
表
明
。
国
際
的

な
孤
立
を
招
い
た
。

市
民
監
視
一
気
強
化

　
参
政
党
の
神
谷
宗
幣
代
表

月
に
成
立
し
た
自
民
党
と
日
本
維
新
の
会
の
連
立
政

権
で
、「
ス
パ
イ
防
止
法
」
の
成
立
が
現
実
味
を
帯
び

て
き
た
。
現
在
は
す
で
に
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
な
ど
関
連

法
は
成
立
し
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
進
む
の
か
。
秘
密
保
護
法

対
策
弁
護
団
の
弁
護
士
・
海
渡
雄
一
さ
ん
の
寄
稿
。

が
7
月
の
参
院
選
の
街
頭
演

説
で
、
公
務
員
な
ど
を
対
象

に「
極
端
な
思
想
の
人
た
ち

は
辞
め
て
も
ら
わ
な
い
と
い

け
な
い
。
こ
れ
を
洗
い
出
す

の
が
ス
パ
イ
防
止
法
で
す
」

と
述
べ
た
。「
特
定
秘
密
保

護
法
」
や「
経
済
秘
密
保
護

法
」に
も
と
づ
く
、
公
務
員
・

民
間
企
業
社
員
に
対
す
る
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ク
リ
ア
ラ
ン

ス
の
中
で
、政
治
的
な
思
想
・

信
条
の
調
査
ま
で
を
行
う
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
思
想
・
良
心

の
自
由
を
侵
害
す
る「
レ
ッ

ド
パ
ー
ジ
」が
企
て
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
た
、
連
立
政
権
合
意
で

は
、
国
内
の
情
報
を
集
め
る

「
国
家
情
報
局
」、
海
外
か
ら

の
情
報
を
集
め
る「
対
外
情

報
庁
」の
2
本
の
組
織
を
つ

く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
市
民

活
動
を
監
視
し
て
き
た
公
安

警
察
、
自
衛
隊
の
情
報
保
全

隊
、
公
安
調
査
庁
な
ど
の
情

報
機
関
が
統
合
さ
れ
れ
ば
、

国
民
に
対
す
る
監
視
が
一
気

に
強
ま
る
だ
ろ
う
。
政
府
の

施
策
に
異
議
を
述
べ
た
り
、

戦
争
に
反
対
の
意
思
を
表
明

11月19日に衆議院第2議員会館前で行われた「スパイ防止法反対！
日米同盟強化による軍拡を許すな」行動（主催は総がかり行動実行
委）には 800人が集まった

し
た
り
す
る
こ
と
が
、
直
接

取
り
締
ま
り
の
対
象
と
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。

　
連
立
政
権
合
意
に
含
ま
れ

て
い
る「
外
国
代
理
人
登
録

法
」お
よ
び「
ロ
ビ
ー
活
動
公

開
法
」も
、
外
国
の
人
々
と
何

ら
か
の
活
動
を
共
同
す
る
と

き
に
は
政
府
へ
の
届
け
出
を

義
務
付
け
、
届
け
出
の
な
い

ロ
ビ
ー
活
動
や
研
究
開
発
な

ど
を
直
ち
に
犯
罪
と
し
て
取

り
締
ま
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

ロ
シ
ア
で
は
外
国
の
フ
ァ

ン
ド
か
ら
少
し
で
も
資
金
援

助
を
受
け
て
い
る
市
民
活
動

は「
外
国
代
理
人
」と
の
レ
ッ

テ
ル
を
張
ら
れ
、
活
動
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
。
23
年
に

制
定
さ
れ
た
英
国
の「
国
家

安
全
保
障
法
」に
あ
る
、外
国

影
響
力
登
録
制
度
の
よ
う
な

制
度
が
導
入
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

反
対
の
先
頭
に
立
つ

　
最
後
に
、
情
報
機
関
関
係

者
（
日
本
政
府
の
ス
パ
イ
）の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
仮

想
身
分
に
よ
る
活
動
を
保
障

し
、
そ
の
養
成
学
校
の
創
設

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
情
報

機
関
の
秘
密
化
が
ま
す
ま
す

進
み
、
民
主
的
な
チ
ェ
ッ
ク

が
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
府
が
準

備
し
て
い
る「
ス
パ
イ
防
止

法
案
」は
、戦
争
す
る
国
づ
く

り
の
た
め
の
最
後
の
仕
上
げ

に
な
っ
て
い
る
。

　
国
民
民
主
党
や
参
政
党
が

賛
成
し
て
い
て
、
よ
ほ
ど
大

き
な
運
動
を
つ
く
ら
な
け
れ

ば
法
案
成
立
の
阻
止
は
難
し

い
。「
政
府
批
判
が
ス
パ
イ

に
な
る
」「
あ
な
た
の『
知
り

た
い
』が
ス
パ
イ
と
さ
れ
る
」

「
外
国
人
と
仲
良
く
す
る
こ

と
が
罪
に
な
る
」な
ど
、わ
か

り
や
す
い
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
が
必
要
だ
。

　
法
案
が
姿
を
現
す
来
年
の

3
月
頃
ま
で
に
、
全
国
で「
ス

パ
イ
防
止
法
」が
狙
う
問
題

を
広
げ
る
た
め
に
市
民
集
会

を
開
き
た
い
。
ま
ず
、
法
制

定
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
立

憲
民
主
党
に
は
野
党
の
要
と

し
て
、
反
対
運
動
の
先
頭
に

立
っ
て
ほ
し
い
。
市
民
の
声

で
反
対
の
世
論
を
国
会
に
示

し
て
い
こ
う
。

●
11
月
21
日
、
花
角
英
世
新
潟
県
知
事
は
柏

崎
刈
羽
原
発
の
再
稼
働
を
容
認
。
県
議
会
で

信
任
の
の
ち
、
早
け
れ
ば
来

年
1
月
中
下
旬
に
再
稼
働
の

見
通
し
だ
●
再
稼
働
を
問
う

県
民
投
票
を
求
め
る
署
名
は

約
14
万
3
千
筆
集
ま
り
、
県

民
投
票
条
例
案
を
直
接
請
求

し
た
が
、県
議
会
は
否
決
●
だ

が
、新
潟
県
の
県
民
意
識
調
査

で
は
再
稼
働
の
条
件
は
整
っ

て
い
な
い
と
の
回
答
が
6
割
。

市
民
団
体
に
よ
る
11
月
初
め

の
県
民
意
識
調
査
で
も
約
6

●海渡雄一

「スパイ防止法」に向けた動き
1985 年　自民党が「スパイ防止法」案を提出
2013 年　特定秘密保護法成立
2014 年　閣議決定で集団的自衛権の行使容

認
2017 年　共謀罪法成立
2020 年　日本学術会議 6会員の任命拒否
2021 年　デジタル監視法、重要土地利用規

制法成立
2022 年　警視庁にサイバー局設置、経済安

保法成立
2023 年　軍拡財源確保法、軍需産業強化法

成立
2024 年　経済秘密保護法成立
2025 年　日本学術会議法改定、能動的サイ

バー防御法成立
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